
令和７年度第３回
米原市下水道事業審議会

令和７年１０月２８日 １３：３０～

米原市役所山東支所 会議室２ＡＢ



本日の予定
日程 ➢ 令和６年度米原市下水道事業決

算について（報告）

➢ 社会資本総合整備計画(社会資本
整備総合交付金)の中間評価について

➢ 米原市下水道事業経営戦略の策
定について
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１ 第２回審議会のおさらい
２ 投資財政計画について
３ 使用料収入の水準について
４ 経営の基本方針と目標について
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令和６年度米原市下水道事業決算報告について
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➢ 決算額
事業収益（税抜）…（２）①欄
事業費用（税抜）…（２）②欄

➢ 純利益…（３）欄
116,612,718円
（前年度比＋26.5％）
＜増加理由＞
➡営業外費用(企業債利息等)の減

➢ 事業成果等
・ 下水管のTVカメラ調査

約3㎞（異常なし）
・ 圧送先マンホール目視点検

10か所
（２か所腐食確認➡R7修繕）

・ 経費回収率
95.3％（R5 96.1％）
…農集処理場維持管理費の増

※上記決算額のうち未払金 144,484,827円 ※上記決算額のうち未収金 84,344,798円

手数料

雨水処理負担金、他会計補助金

長期前受金戻入

預金利息、雑収益ほか

純利益＝収入－支出（税抜）

( 人 )

（１）

（２） ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の保守点検を行い、長寿命化を図ります。

（１）水洗化の状況

（２）収支の状況
①事業収益（税抜）

②事業費用（税抜）

（３）純利益（税抜）

（４）下水道使用料の収納状況（税込）

計人　件　費

事業の目的および内容

0

0 0

▲ 0.4

水洗化１人当たり

事業費(円) 令和６年度 令和５年度

会計名

令和６年度財源内訳(円)

主管課
まち整備部

上下水道課
下水道事業会計(収益的収支)

令和５年度

県　　費

2,007,176,000

1,974,004,643

国　　費

1,918,622

1,981,571,864

そ の 他 1,353,698,685

368,000

0市　　債

10,043,550

0

0

1,395,950,914

471,054円

708,776,000円

2,115,856円

98.7

①執行率80％以下/②増減率±50％以上の理由(令和６年度) その他の内訳(令和６年度)

予算額

下水道使用料 700,507,324 702,072,2230

6,704,500

うち繰越

執行率(％)/増減率(％)

2,027,254,000

97.4

うち繰越

決算額

684,588,004円

下水道施設（管路420km、マンホールポンプ場86か所、真空ステーション３か所、処理
場９か所）を適正に維持管理し、公共用水域の水質保全と市民の生活環境向上に寄与し
ます。

項目 令和６年度 令和５年度 対前年度比 項目 令和６年度 令和５年度 対前年度比

事業の実績

円

千円 千円決　算　額

円円

116,612,718円

55,383 千円1,974,005

1,579

事　業　費事　業　コ　ス　ト

4,836,086 +3.0％
水洗化人口(人) 35,069    35,422    ▲ 1.0％ 有収水量(㎥) 4,085,786 4,104,704 ▲ 0.5％

区域内人口(人) 36,740    37,119    ▲ 1.0％ 汚水処理量(㎥) 4,980,511 

56,28935,069 54,710

84.9 ▲ 2.9ポイント

項目 令和６年度 令和５年度 対前年度比

水洗化率(％) 95.5 95.4 +0.1ポイント 有収率(％) 82.0

特別利益（過年度損益修正益） 2,710円 0円 皆増

項目 令和６年度 令和５年度 対前年度比

営業収益（下水道使用料、登録手数料等） 665,971,254円 706,727,051円 ▲ 5.8％
営業外収益（補助金、長期前受金戻入等） 1,373,953,442円 1,295,301,820円 +6.1％

特別損失（過年度損益修正損） 2,710円 85,000円 ▲ 96.8％

項目 令和６年度 令和５年度 対前年度比

営業費用（人件費、施設維持管理費等） 1,736,168,069円 1,698,707,309円 +2.2％
営業外費用（企業債利息、還付金等） 187,143,909円 211,069,185円 ▲ 11.3％

収納率
現年度分 700,507,324円 637,372,788円 0円 5,180円 63,139,716円 91.0%

当年度純利益 116,612,718円 92,167,377円 +26.5％

区分 調定額 収入済額 不納欠損額 還付未済額 収入未済額

94.2%
合計 768,517,825円 701,406,670円 570,865円 5,180円 66,545,470円 91.3%

過年度分 68,010,501円 64,033,882円 570,865円 0円 3,405,754円

事業の成果等

（１）

（２）

テレビカメラを用いた管路調査を約３㎞、マンホールポンプからの圧送先マンホールの目
視点検を10か所実施しました。また、マンホールポンプや真空ステーションの機械・電気
設備の詳細調査を実施し、施設の老朽化状況を把握しました。

維持管理費の増加に伴って汚水処理費は増加しましたが、下水道使用料収入は人口減少の
影響で伸び悩んでいます。そのため、経費回収率(＝使用料収入÷汚水処理費)は、前年度の
96.1％から95.3％まで減少しました。

令和６年度決算報告＜収益的収支＞
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➢ 事業の目的および内容
・ 総合地震対策などの防災対策
・ 汚水処理の広域化

(農集からの公共への接続)

➢ 事業の成果等
・ 広域避難所ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑ整備

春照小、ｹｱｾﾝﾀｰいぶき、
柏原小、坂田ﾒﾃﾞｨｹｱｾﾝﾀｰ、
息長小、旧息郷小 計６施設

(累計15施設／24施設）

・ 農集から公共への接続
山室地区
管路整備 ➡ R7.4接続済

夫馬地区・朝日地区
R9.4接続に向けて、
測量・設計業務を実施

※上記決算額のうち未払金 112,523,922円 ※上記決算額のうち未収金 2,201,085円

農業集落排水事業分担金
受益者負担金
歳入歳出差引額(令和６年度)

( 人)

（１）

（２）

（１）収支状況
資本的収入 国県補助金、企業債、工事負担金、他会計補助金 1,233,984,564円

損益勘定留保資金、積立金の取崩し等 645,697,819円

（２）建設改良費
主な委託業務

主な建設改良工事

（３）流域下水道建設負担金

（４）企業債償還金

（１）

（２）

会計名 下水道事業会計(資本的収支) 主管課
まち整備部

上下水道課

令和６年度

予算額 2,065,805,000 2,137,806,000 国　　費 100,034,774 107,161,991

市　　債 983,900,000 592,300,000

令和５年度事業費(円) 令和６年度 令和５年度 財源内訳(円)

633,063,000

9,909,790 8,980,100

①執行率80％以下/②増減率±50％以上の理由(令和６年度)その他の内訳(令和６年度)

執行率(％)/増減率(％) 91.3 ▲ 4.1 92.0 その他

526,500円
9,383,290円

うち繰越 105,300,000 128,600,000 県　　費 1,373,000 833,000

決算額 1,885,982,383 1,966,633,290

▲ 651,997,819円

円51,201

千円決　算　額 1,879,328 千円 6,654 千円 1,885,982

事　業　コ　ス　ト 事　業　費 人　件　費 計

※収支不足額6,300,000円（未払相当分）につ
いては、令和６年度同意済企業債の未借入分
6,300,000円をもって、翌年度に措置します。

うち繰越 95,245,936 127,368,518 他会計補助金 138,767,000

円181円51,02036,835市民１人当たり

事業の目的および内容

事業の実績

事業の成果等

農業集落排水処理区域の公共下水道接続事業は、山室地区において市道部分の管路整備
を行い、令和７年４月接続の目標を達成することができました。また、夫馬地区および
朝日地区は、令和９年４月の接続に向けて、測量業務と設計業務を実施しました。

特環公共下水道朝日地区設計業務 実施設計(管路延長0.86mほか) 14,338,500円

総合地震対策計画に基づき、主要幹線道路に埋設している主要管路の管口耐震化や、被
災時における広域避難所のトイレ不足を解消するマンホールトイレシステムを設置しま

農業集落排水処理施設の公共下水道接続や老朽化施設の改築更新を計画的に行うととも
に、使用料改定後の経営状況を把握し、引き続き事業経営の健全化に向けて検討しま

春照小学校、地域包括ケアセンターいぶき、柏原小学校、坂田メディケアセンター、息
長小学校および旧息郷小学校の６施設においてマンホールトイレシステムを設置しまし
た。これにより、社会資本総合整備計画において計画している広域避難所24施設のうち
累計15施設で災害時における汚水処理への備えを整えることができました。

業務名 概要 事業費
特環公共下水道夫馬地区設計業務 実施設計(管路延長0.72mほか) 10,769,000円

工事名 概要 事業費

下水道総合地震対策工事 管口耐震工　一式 31,464,400円

78,249,647円

1,560,582,844円

【山室地区管渠工事】

総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事 マンホールトイレシステム６施設 53,614,000円
特環公共下水道山室地区管渠工事 管布設工　L=91m 11,424,600円

【マンホールトイレシステム設置工事】

令和６年度決算報告＜資本的収支＞



6

人口減少による使用料収入が減少していく一方で、下水道施設の老朽化対策や防
災・減災対策が必要になるなど、下水道事業の経営環境はより一層厳しくなること
が見込まれます。その中で、本市下水道事業の「経営基盤の強化」、「財政マネジ
メントの向上」を図ることを目的として、令和３年４月に「米原市下水道事業経営
戦略」を改定しました。
経営戦略では、投資、財源に対する令和13年度までの目標を以下のとおり定めて

います。

○ 令和13年度までの投資目標
・ 水洗化率は、95％以上とする。(公共下水道事業)
・ 農業集落排水施設の公共下水道への切替えを全て完了する。

(農業集落排水事業)
○ 令和13年度までの財源目標
・ 基準外繰入金の金額を０円とする。(公共下水道事業)
・ 企業債残高を７億円以下とする。(農業集落排水事業)

経営戦略では、この目標に関連する指標を定め、各指標における目標値を設定し
ています。そして、経営戦略の推進のために、毎年度の目標指標の達成状況を把握
することで進捗管理を行うこととしています。

米原市下水道事業経営戦略の事後検証（令和６年度決算）
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公共下水道(公共下水道＋特定環境保全公共下水道事業)
指標① 繰入金対使用料割合 ： 使用料収入に対する繰入金の割合。一般会計からの繰入金にどの程度依存しているかを表す指標

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和13年度
(実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (目 標) (目 標)

繰入金(基準内)(千円) A 606,515 628,316 595,678 632,453 530,417 593,142 499,094 356,078
繰入金(基準外)(千円) B 60,594 72,441 97,678 82,061 48,176 20,196 20,457 0
実繰入額 (千円) C＝A+B 667,109 700,757 693,356 714,514 578,593 613,338 519,551 356,078
使用料収入 (千円) D 551,921 551,867 563,083 585,228 594,518 594,363 576,502 599,598

繰入金対使用料割合 E＝C÷D 120.9% 127.0% 123.1% 122.1% 97.3% 103.2% 90.1% 59.4%

指標② 水洗化率 ： 下水道の処理区域内で実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口の割合。
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和13年度

(実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (目 標) (目 標)
現在水洗便所設置済人口 A 32,827 32,939 32,563 32,700 32,524 32,244
現在処理区域内人口 B 34,958 34,835 34,523 34,426 34,103 33,801

水洗化率 C＝A÷B 93.9% 94.6% 94.3% 95.0% 95.4% 95.4% 95.0% 95.0%

農業集落排水事業
指標③ 企業債残高 ： 地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために起こす地方債の残高のこと。

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和13年度
(実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (実 績) (目 標) (目 標)

企業債残高 (千円) 1,170,046 1,070,239 977,218 887,785 804,408 759,774 772,251 691,215

企業債残高 11.7億円 10.7億円 9.8億円 8.9億円 8.0億円 7.6億円 7.7億円 6.9億円

「米原市下水道事業経営戦略」は、米原市公式ウェブサイトにて公表しています。
 ➢ https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai̲kankyo/jyogesuido/gesuido/3542.html
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社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金)
の中間評価について
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米原市では、下水道の整備等を進めるために、国から社会資本整備総合交付金とい
う補助金を受けて事業を行っています。

社会資本整備総合交付金は、施策目的を実現するための基幹的な事業(基幹事業)の
ほか、関連する社会資本整備や基幹事業の効果を一体的に高めるソフト事業(効果促
進事業)を含めた幅広い事業を一体的に支援することを目的に平成22年度に創設され
た国の補助金です。

また、平成24年度には、「命と暮らしを守るインフラ総点検・再構築」および「生
活空間の安全確保・質の向上」に資する事業に重点的に支援するために防災・安全
交付金が創設されました。

この社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金とを合わせて社会資本整備総合交
付金と言います。

下水道事業に関する国の補助制度（社会資本整備総合交付金）
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地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、社
会資本総合整備計画を作成して国土交通大臣に提出するとともに、作成した計画を公
表することとなっています。

現在、米原市下水道事業では以下の社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に
提出しています。

社会資本総合整備計画の作成

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称 米原市における良好な水環境の形成その２

計画の期間 R4～R8 ※中間年度 R6
主な要素事業 農業集落排水の接続、真空式下水道遠方監視制御システム整備

計画の名称 米原市における良好な水環境の形成、総合的な浸水対策の推進
（防災・安全）（その２）

計画の期間 R3～R7
主な要素事業 雨水整備、ストックマネジメント計画実施、総合地震対策
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整備計画を作成して国土交通大臣に提出した地方公共団体は、中間評価および事後評
価を実施し、学識経験者等第三者の意見を求め、評価結果を公表することとなってい
ます。

社会資本総合整備計画の中間評価・事後評価

➡ 今回、社会資本整備総合交付金に関する整備計画について、中間年度（R6）が終了しま
したので、中間評価を行いました。

その評価結果について、米原市下水道事業審議会の意見を求めるものです。
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社会資本総合整備計画交付金　中間実績

計画の名称

計画期間

交付金の執行状況 (単位：百万円)

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

配　分　額 15 30 39

前年度からの繰越額 10 15 1

支払済額 10 44 40

翌年度繰越額 15 1 0

農業集落排水の

接続

➢山室地区

 ・設計業務

➢山室地区

 ・管渠工事

 ・舗装復旧工事

➢山室地区

 ・管渠工事

 ・舗装復旧工事

➢夫馬・朝日地区

 ・測量業務

 ・設計業務

➢山室地区

 ・舗装復旧工事

➢夫馬・朝日地区

 ・管渠工事

➢夫馬・朝日地区

 ・管渠工事

 ・舗装復旧工事

➢龍ヶ鼻地区

 ・測量業務

 ・設計業務

真空式下水道遠方

監視制御システム

更新工事

寺倉・多和田地区 寺倉・多和田地区 寺倉・多和田地区 多和田地区

米原市における良好な水環境の形成その２

令和４年度～令和８年度

主な事業内容
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社会資本整備計画進捗状況表

 
○ 社会資本整備総合交付金
 対象事業 ： 農業集落排水事業の公共下水道接続 など
 計画期間 ： 令和４年度～令和８年度
 ※R4目標値： 令和3年4月1日現在、進捗状況：翌年度4月1日現在(例 R4：令和5年4月1日現在)

年度 R4 R5 R6 R7 R8
34,835

目標値 38,455
90.6% － 92.0% － 93.2%
34,426 34,103 33,801

進捗状況 37,593 37,215 36,835
91.6% 91.6% 91.8%

指標の算定式： 米原市の下水道処理人口普及率(％)＝米原市公共下水道処理区域人口(人)÷米原市行政区域内人口(人)×100

下水道処理人口普及率の向上

山室地区接続

R8目標値は、人口減少の影響(R4→R6減少率)を考慮すると、達成が困難であることが見込まれます。
（参考） （処理区域内人口33,801人＋R6山室地区213人）×(R6)33,801人÷(R4)34,426人≒33,396人

行政区域内人口36,835人×(R6)36,835人÷(R4)37,593 人≒36,092人
R8下水道処理人口普及率（見込み） 33,396人÷36,092人×100≒92.5％
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・農業集落排水の山室地区について、令和７年４月からの公共下水道の接続を目標に
工事を進めた結果、計画どおりに事業を進めることができました。

・真空式下水道の遠方監視制御システムを更新したことで、真空ポンプ場施設の稼働
状況や緊急警報をモニタリングできるようになりました。

定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

・中間年度終了までに公共下水道に接続した農業集落排水処理区域は無く、定量的指
標の改善に至る効果は、まだ発現できていません。

特記事項（今後の方針）
・定量的指標のR8目標値については、人口減少の影響を加味し、92.5％に下方修正
します。

・農業集落排水の夫馬・朝日地区について、令和９年４月からの公共下水道接続に向
けて、引き続き事業を進めていきます。
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米原市下水道事業経営戦略の策定について



１ 第２回審議会のおさらい
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第２回審議会（８月）
（市長からの諮問）

第３回審議会（10月）
第４回審議会（１月）
第５回審議会（２月）

• 将来の事業環境につ
いて

• 投資試算・財源試算の
進め方について

主な検討事項等 主な検討事項等 主な検討事項等

• 投資・財政計画(案)と収

支均衡のための取組に
ついて

• 下水道使用料収入の水
準について

• 下水道使用料体系(案)
について

２月決議➡３月答申予定

・ 今回（第３回）は、下水道使用料の必要な水準について
・ 第４回と第５回で、下水道使用料体系について を審議予定です。



１ 第２回審議会のおさらい
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説明要旨 １ 経営指標について、類似団体と比較分析した結果、以下
のとおり、課題と対応策（案）を整理しました。

２ 将来人口推計の結果から、使用料収入は減収見込みで
す。また、施設更新費用は、適切に維持管理することで使用
期間を極力延長しながら、更新費用を平準化することが望ま
しいと考えられます。 ※ 今回補足説明あり（資料P19）

３ 投資試算・財源試算の検討パターンについて、①成り行
き、②改善策反映、③民間活用必要性の確認の３パターン
の検討を踏まえ、使用料改定の必要性について検討します。

課 題 対応策（案）

繰入金への依存 資本費平準化債の活用

流動比率の低さ 汚水処理原価の削減、収益性の向上

施設利用率の低さ（農集） 更新時の施設規模見直し 等
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検討パターンについて

検討パターン①
成り行き

検討パターン④

①～③の課題を踏まえ、使用料
改定等を実施し、目標達成

検討パターン②

成り行きをベースに、経営改善
のための取組みを反映

検討パターン③

検討パターン②をベースに、管
路更新に係る建設改良の財源か
ら国庫補助を除外

検討パターン 実施内容 目的

検討パターン①
・現行の投資・財政計画から、内部環境・外部環境の変化
を踏まえて、投資・財政計画を推計するための一定の前提
条件を更新

・成り行きの場合の投資・財政計画の課題を識別する
➡ 資料34～39ページ

検討パターン②

・前提条件は、検討パターン①と原則として同じだが、以下
の点を加味する。

➢汚水処理の広域化（農集の公共未接続分の接続）
➢資本費平準化債制度拡充分の借入
➢その他、経営改善策の取組み

・検討パターン①の成り行きをベースに、資本費平準化
債の制度拡充分を活用した場合、企業債償還が可能で
かつどれくらいの資本費であれば、使用料に反映させな
くても経営が維持できるかを確認する。

・使用料に反映させない資本費を算定する（人口減少
率・有収水量の減少率など）。
➡ 資料40～46ページ

検討パターン③
・検討パターン②の条件から、管路更新に係る建設改良の
財源から国庫補助を除外（企業債等で補てん）

・ウォーターPPPの必要性の確認
➡ 資料40ページ

検討パターン④ ・検討パターン①～③の課題を考慮して、前提条件を修正。
・使用料改定の必要性の確認
・使用料改定が必要な場合、改定率の決定
➡ 資料53ページ

第２回審議会資料より
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更新投資費用の推計に関する補足説明
＜訂正１＞
・ 固定資産台帳の登録額に対し、建設工事費デフレーターを用いて、現在の価格に
見直しして試算しています。

＜訂正２＞
・ 検討パターン１「成り行き」 では、今後の更新投資予測その１

検討パターン２「改善策反映」では、今後の更新投資予測その３をベースとして、
公共下水道に接続する農業集落排水（朝日、夫馬、龍ヶ鼻、伊吹中部）の更新投資
を見込まないかたちで試算します。



１ 第２回審議会のおさらい
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主な意見 ・ 下水道使用料は、県内でどの程度の水準か。

➡ 21ページ参照（県内で６番目に高い水準）

・ 農集の汚水処理原価を構成するもののうち、電気代と汚
泥処理費が金額的に大きく削減の余地があると考えられる。
国の補助制度を活用しながら、省エネ設備や汚泥の発生を
少なくする処理方式などの新技術を導入して、汚水処理原価
を下げる努力をお願いしたい。

➡ 22～27ページ参照（電気代削減等の取組）

・ 緊急輸送道路以外でウォーターPPPの対象に入れていか
なければならない管路延長はどの程度あって、取り組まな
かった場合の影響度がどの程度あるのか。また、処理場をも
たない事業での取組事例があれば教えて欲しい。

➡ 28ページ参照（ウォーターPPP検討団体）



R7年9月現在

東北部処理区管内

県内各市町の下水道使用料の水準（使用水量25㎥当たり）

本市下水道使用料は、県内で６番目の水準となっています。

※彦根市の下水道使用料は、令和７年９月議会で可決された使用料
（令和８年度から適用）で算定しています

（※）

21
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農業集落排水の費用構成と汚水処理原価削減の方向性

農集の費用の６割以上を占める資
本費は、過去の投資水準と財源に
大きく依存するため、大きく削減
することが困難です。
将来の投資を効率化することによ
り、抑制を図っていきます。

汚水処理原価を削減する余地が
見込める電気代(動力費の一部)
や汚泥処理費(委託料の一部)に
関して、新技術の導入を検討し
ます。

職員給与費（職員１人分の人件
費）は、これ以上の削減ができま
せん。
修繕費についても状況に応じて実
施していく必要があるため、費用
を抑制することが困難です。
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電気代削減のための取組（JARUS）

施設更新のタイミングでの省エネ機器の導入を検討するとともに、本市においても取組
可能な省エネ運転手法の導入を検討していきます。

（出所：一般社団法人 地域環境資源センター「農業集落排水施設への省エネ技術導入の提案」）
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新技術（省エネ）の事例

国土交通省では、新技術の研究開発及び実用化の加速等を図るため、下水道革新的技
術実証事業（B-DASHプロジェクト）を実施しています。下記の事例は、B-DASHプロジェクト

から、本市に関連すると考えられるものを取り上げており、他の技術も含めて、本市で実
施可能なものがあるか、今後検討を進めていきます。

（出所：国土交通省「下水道革新的技術実証事業 B-DASH PROJECT 技術情報資料（令和４年版）」

※新技術の導入にあたっ
ては、本市の状況を踏ま
えた実現可能性、導入に
係る追加的なコストと経
済的な効果等を比較検
討して、慎重に決定して
いく必要があります。
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新技術（省エネ）導入のための財政措置

新技術の導入にあたっては財政措置があり、最適整備構想を策定しているなどの一定
要件のもと、事業費の50％が補助対象となります。
また、地域環境資源センター（JARUS）では省エネ技術導入マニュアルの策定しており、省
エネ運転の可能性等についても診断が可能です。

（出所：一般社団法人 地域環境資源センター「農業集落排水施設へ
の省エネ技術導入の提案」



26

汚泥処理に対する取組事例

処理方式の変更による汚泥発生量の抑制については、具体的な取組事例は見つかりま
せんでした。処理方式の変更は、大規模な変更となる可能性があるため、汚泥発生量だ
けでなく、処理方式ごとの特性を踏まえて検討していきます。

また、汚泥処分に係る費用には、運搬費や処分費が含まれていることから、このコストを
いかにして抑えるかも含めて、本市で何らかの取組が可能か、他事例調査等を通じて検
討していきます。

取組内容 団体名 検討状況

共同汚泥処理体制
の構築

愛知県流域下水道
愛知県東海市 など

・本市では、長浜市と湖北広域行政事務
センター（一部事務組合）を設置し、共同
で処理を実施しています。

下水汚泥の堆肥化 山形県鶴岡市
熊本県苓北町 など

・本市では過去にコンポストセンターを設
置し、堆肥化を実施していましたが、費
用対効果等の観点から廃止しています。

■汚泥に関する取組事例

※汚泥については、地域の資源循環の観点からも、有効利用を検討する意義はあるため、今後も他団体の先
進的な取組事例等で本市で実現可能なものはないか、検討していきます。

（出所：総務省「公営企業の持続可能な経営の確保に向けた先進・優良事例集」
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集落排水から合併浄化槽への転換事例

下水道は整備に大規模な投資を必要とするものであり、費用の６割程度を減価償却費
等が占めています。費用削減の取組みには限界があり、使用料で健全な経営を維持し
ていくためには一定の人口密度が求められます。

近年では、下水道を整備していた地域についても浄化槽に転換する事例が出てきてお
り、今後、このような取組は一層増加していくものと考えられます。

（出所：総務省「公営企業の持続可能な経営の確保に向けた先進・優良事例集」



28

処理場のない下水道事業を有する他団体におけるウォーター
PPPの検討状況
宮城県角田市は令和５年度の行政区域内人口が26,748人と本市に近い規模の団体で、
処理場を有していませんが、令和６年度にW-PPPの導入可能性調査業務を実施し、令和
９年度からの業務開始に向けて検討が進められています。
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２ 投資財政計画について

検討手順 （１） 検討パターン① 成り行きの課題把握

経営改善策を採用しなかった場合の成り行きで試算を行
い、投資・財政計画の課題を確認します。

（２） 検討パターン② 改善策反映の課題把握

経営改善策（農集の公共接続、資本費平準化債の活用
等）を採用した場合で試算を行い、投資・財政計画の課題を
確認します。

（３） パターン比較

検討パターン①、検討パターン②、検討パターン③（ウォー
ターPPPを実施しなかったとき）を一緒に並べて比較すること
で、それぞれの試算結果の特徴について整理します。

目的

検討パターン①～③の試算結果を通じて、パターンごとの課題を把握し、使用料改定
の必要性について検討します。



試算結果の説明の前に…
最終損益と使用料・繰入金の関係 ①

維
持
管
理
費

資
本
費

使
用
料

繰
入
金

繰入金

維持
管理
費

資
本
費 使

用
料

繰入金

繰入金

投資・財源試算で将来の数値は、予算ベースで試算します。

予算ベースでは、費用（維持管理費＋資本費）に対して、使用料等で賄えない部分は、繰入金で
補うことになります。

国の基準に基づかない繰入金（基準外繰入）がある場合、投資・財政計画上は、その解消を図る
必要があるため、使用料対象経費として扱う必要がありますが、使用料単価が概ね適正とされる単
価（150円/㎥）を超え、かつ、使用料等が維持管理費を上回っている場合、繰入金は、全て国の基

準に基づく繰入（基準内繰入）になります。この場合、繰入金を含めた場合の最終損益は、どの試
算パターンでも０円になります。 ＜ 最終損益 ＝ 収益 － 費用 ＝ ０ ＞

※ この後の資料では、試算パターンごとの最終損益の違いを明確にするため、繰入金を除いて示
しています。

維持
管理
費

資
本
費

使
用
料

繰入金

繰入金

費用 収益 費用 収益 費用 収益

検討パターン① 検討パターン② 検討パターン③

使用料等
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試算結果の説明の前に…
最終損益と使用料・繰入金の関係 ②
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費
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料

繰
入
金

繰入金

使用料等が維持管理費を下回っている場合、その差額を補うための繰入金は、全て国の基準に
基づかない繰入（基準外繰入）になります。

将来、人口減少で使用料収入が減少してくると、公共下水道事業でも維持管理費に対して使用料
等が不足し、基準外繰入が発生する見込みです。この場合の基準外繰入は、独立採算の原則に基
づき、経費の見直しや使用料改定等の経営改善策を図って解消していく必要があります。

なお、農業集落排水事業では、現在、使用料等が維持管理費に対して不足しているために基準
外繰入が発生していますが、これは、本市の政策的な繰入として扱っているため、使用料対象経費
として扱っていません。ただし、公共下水道事業で使用料等が不足してきた場合には、公共下水道
事業と同様に経営改善策に取り組む必要があります。

費用 収益

現状

維
持
管
理
費

資
本
費

使用料

繰
入
金

繰入金

費用 収益

将来（人口減少）

基準外繰入

使用料等
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試算結果の説明の前に…
資金残高と繰入金の関係

維
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費
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使
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料

繰
入
金

繰入金

資金残高は、会計全体（収益的収支＋資本的収支）で試算しています。

資本的支出のうち、企業債償還費の財源は、企業債（平準化債）、繰入金と補填財源です。資本費
平準化債の制度拡充を適用しない検討パターン①成り行きで、繰入金を除いて試算した場合、資
金残高は悪化します。 ※制度拡充を適用した検討パターン②では資金残高の悪化要因は解消。

また、企業債償還費の財源のうち、補填財源は、収益的収支内で資金が外部流出しない減価償却
費（内部留保資金）です。企業債償還費が減価償却費よりも多く、かつ、資金の手当てができていな
い場合、資金残高は減少しますが、企業債償還が進んでこの関係が逆転すると、資金残高は増加
する局面に入ります。

費用 収益

収益的収支
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試算結果の説明の前に…
経費回収率と使用料・繰入金の関係

33
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繰入金

経費回収率とは、本来、下水道使用料で賄うべき経費に対して、実際に下水道使用料でどれだけ
賄えているかを示す指標で、次の算式で算定します。
＜ 経費回収率 ＝ 下水道使用料 ÷ 汚水処理費（公費負担分を除く） ×100 ＞

検討パターン①、②、③では、使用料体系を現行のままで据え置いて試算しますが、物価高騰によ
る維持管理費（使用料対象経費）の増加分は、繰入金を増加して補うことになりますので、繰入金
への依存傾向が強まることになります。また、使用料等が維持管理費に対して十分でない場合は、
基準外繰入が増加しますので、経費回収率は悪化します。
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繰入金の増

使用料据置
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２ 投資財政計画について
（１） 検討パターン① 最終損益の推移

一般会計からの繰入金の影響により、最終損益はどのパターンもほぼ同じとなるた
め、収益側の繰入金を除いて最終損益を算定しています。
繰入金がなければ、黒字を維持することは困難です。

実際は、一般会計からの繰入金があるため、R42年度頃まで
どのパターンにおいても、赤字は生じない見込みです
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最終損益の推移（検討パターン①）単位：百万円

R8に既に耐用年数が到来して

いる設備等の更新投資を計上
しているため、R8から減価償却
費・企業債利子が大幅に増加

R19から管きょの更新が始まり、R24～R36頃まで毎年
20億円を超える更新投資があります。これにより、減

価償却費や企業債利子が大幅に増加することにより、
使用料据置のままだと最終損益は悪化します。
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２ 投資財政計画について
（１） 検討パターン① 繰入金の推移
成り行きである検討パターン①では、ピークのR37年頃には繰入金の水準が20億円

程度と現在の水準の２倍以上となる見込みです。繰入金の大部分は基準内の繰入
金ですが、一般会計でこの規模の負担が可能か慎重な検討が必要です。
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繰入金の推移（検討パターン①）

R6実績の
2.4倍

前述のとおり、使用料等でまかなえない費用に対して、繰入金が
入ることになるため、最終損益の推移と逆の動きとなっています。
使用料据置のままだと将来的には繰入金が増加します。
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パターン①では、資本費平準化債の制度拡充分を見込まず、投資の平準化をして
いないため、繰入金と同様に大きな波のように推移し、ピーク時には380億円まで
増加します。
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R６実績の
1.2 倍

単位：百万円

２ 投資財政計画について
（１） 検討パターン① 企業債残高の推移

R19から管きょの更新投資が始まることにより、更新投資財源とし

ての企業債借入が発生するため、今後の更新投資予測その１（資
料19ページ）のグラフと同様の推移を示します。
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パターン①では資本費平準化債の制度拡充分を見込んでいないため、資金不足と
なる見込みとなりました（基準外の一般会計からの繰入金が必要）。
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資金残高の推移（検討パターン①）単位：百万円

２ 投資財政計画について
（１） 検討パターン① 資金残高の推移

資金ショート

短期的には、平準化債の制度拡充を適用しないため、基準外の繰入金を見込まない場
合、企業債償還資金の不足により、資金ショートを起こします。
R20頃から、減価償却費が企業債償還を上回るタイミングとなり資金残高は増加します。
その一方で、R19から管渠の更新投資が始まり、建設改良費の増加に伴って企業債も

増加していくため、更新投資の企業債償還が増加していくことにより、減価償却費を超
過し、さらに維持管理費に対して使用料収入が不足してくると、資金残高が急激に悪化
していきます。
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経費回収率は100％を下回り、物価高騰等の影響を受けて、今後も悪化していく見
込みとなっています。

２ 投資財政計画について
（１） 検討パターン① 経費回収率の推移
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経費回収率の推移（検討パターン①）

R13までは、下水道事業に関連する計画策定等のための費用やR8に多額
の設備等の更新投資が一時的に発生するため、経費回収率も増減を示し
ています。
R14以降は、物価高騰による維持管理費の増加や使用料収入の減少によ
り、緩やかに減少していきます。R40頃になると、使用料収入で維持管
理費が賄えなくなることで、繰入金（基準外）への依存傾向が高まるた
め、経費回収率が急激に悪化します。



２ 投資財政計画について
（１） 検討パターン① 結果要約

39

項目 試算結果

最終損益
繰入金を除いた後の最終損益は、令和６年度に▲６億円程度です
が、その後も悪化していく見込みとなっています

繰入金
最終損益の悪化もあり、繰入金は今後増加していき、ピーク時には
令和６年度の８.５億円の２倍以上の水準となります

企業債残高 企業債残高は一時的に減少したあと、建設改良に合わせて増加し
ていきますが、令和39年度以降、減少していきます

資金残高は、企業債の償還負担が大きくなるタイミング（R8～R19、
R43～）で、資金ショートとなっています

資金残高

経費回収率 継続して100%以下であり、今後悪化していくことが見込まれます

成り行きの検討パターン①では、下表のすべての項目について課題があります。

成り行きの課題が解消されるか、経営改善策を反映したパターン②を検討します
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２ 投資財政計画について
（２） 検討パターン② 経営改善策と効果額

経営改善策を反映させた検討パターン②を軸として、検討パターン①・③との比較に基づ
く効果額を算定しました。

項目
効果

（R8～R17の期間）
検討パターン②

改善策反映
検討パターン①

成り行き
検討パターン③
W-PPP未実施

資本費平準化債の活用

・基準外繰入金の抑制
：10.6億円の改善
※公共・農集の事業ごとの単年度収支
不足額に基準外繰入金が入ると仮定

・一定水準の資金残高の維持
：14.3億円の改善

〇
（拡充分の活用）

×
（旧制度）

〇
（拡充分の活用）

農集の広域化
（朝日、夫馬、

龍ヶ鼻、伊吹中部）

・維持管理費の削減
：1.9億円の改善

・更新投資額の削減（広域化による
処理場の再投資分の削減、更新基
準年数の延長による投資額の抑制）
：8.7億円の改善

※投資額の改善に伴って、減価償却
費や支払利息等の資本費も改善す
ることになります。

〇
（広域化あり）

×
（広域化なし）

〇
（広域化あり）

更新投資
〇

（法定耐用年数の1.5
倍）

×
（法定耐用年数）

〇
（法定耐用年数の1.5

倍）

民間活用（W-PPP）

・管路改築に係る国庫補助

※R17までの間に管きょの更新投資
の予定はありません。しかし、今後50
年間で398億円の投資が見込まれ、
W-PPPを実施しない場合、国庫補助
139億円を自己財源で賄う必要が生
じることになります。

〇

（管路の更新投資の
財源に国庫補助を見

込む）

〇

（管路の更新投資の
財源に国庫補助を見

込む）

×

（管路の更新投資の
財源に国庫補助を見

込まない）
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２ 投資財政計画について
（２） 検討パターン② 最終損益の推移

一般会計からの繰入金の影響により、最終損益はどのパターンもほぼ同じとなるた
め、収益側の繰入金を除いて最終損益を算定しています。
繰入金がなければ、黒字を維持することは困難です。

実際は、一般会計からの繰入金があるため、R42年度頃まで
どのパターンにおいても、赤字は生じない見込みです
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最終損益の推移（検討パターン②）単位：百万円

検討パターン①に対して、更新投資を平準化したことにより、
最終損益は緩やかな悪化となっています。
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２ 投資財政計画について
（２） 検討パターン② 繰入金の推移
経営改善策を反映した検討パターン②では、ピーク時でも繰入金の水準は10億円程
度と現在の水準の1.2倍程度に抑えられる見込みです。しかしながら、繰入金の増加
について、一般会計での負担が可能か慎重な検討が必要です。
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繰入金の推移（検討パターン②）

R6実績の
1.2倍

検討パターン①に対して、更新投資を平準化したことにより、
繰入金も緩やかな推移を示しています。
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パターン②では、資本費平準化債の制度拡充分を見込むとともに、投資の平準化
を図っているため、企業債残高は比較的なだらかに減少し、建設改良の発生に
伴って増加していきます。
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２ 投資財政計画について
（２） 検討パターン② 企業債残高の推移

検討パターン①に対して、更新投資を平準化したことにより、
企業債残高も緩やかな推移を示しています。
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パターン②では資本費平準化債の制度拡充分を見込んでおり、当面の期間は資金
不足となることはない見込みとなりました。
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資金残高の推移（検討パターン②）単位：百万円

２ 投資財政計画について
（２） 検討パターン② 資金残高の推移

現時点の資金残高や流動比率に課題があるた
め、資金残高が10億円程度の水準となるまで、

平準化債の制度拡充分を満額発行していますの
で、資金残高が上昇しています。
一定の資金残高水準が確保できるR12以降は、
平準化債の発行を抑えることで、費用(利息)の発

生を抑制しています。そのため、資金残高は横ば
いで推移しています。

R18頃から企業債償還がR6の水準から大きく減少（減価償却費＞企業債償還）することで資金
残高は増加します。R36頃からは投資を後ろ倒しにしていることにより、減価償却費が企業債償
還を下回るとともに、最終損益も赤字となっていくことから、資金残高は減少していきます。
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経費回収率は、資本費の減少等により、一時的に改善する期間はあるものの
100％を下回り、物価高騰等の影響を受けて、悪化していく見込みとなっています。

２ 投資財政計画について
（２） 検討パターン② 経費回収率の推移
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パターン①と比較して、経費回収率は改善しています。
R13までは、公共下水道に接続した後の農業集落排水処理施設の最終清掃や下水
道事業に関連する計画策定等のための費用が一時的に発生するため、経費回収率
も増減を示しています。
R14以降は、物価高騰による維持管理費の増加や使用料収入の減少により、緩やか
に減少していきます。R40頃になると、使用料収入で維持管理費が賄えなくなること
で、繰入金（基準外）への依存傾向が高まるため、経費回収率が急激に悪化します。



２ 投資財政計画について
（２） 検討パターン② 結果要約
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項目 試算結果

最終損益
繰入金を除いた後の最終損益は、令和６年度に▲６億円程度です
が、その後も悪化していく見込みとなっています

繰入金
当面の間、繰入金は令和６年度の８.５億円程度の水準で推移する
見込みです

企業債残高 資本費平準化債の発行により、企業債償還の負担を抑え、投資の
平準化により、企業債発行を抑えています。

資金残高は、令和11年度以降、10億円程度の水準を維持できる見
込みです資金残高

経費回収率 継続して100%以下であり、今後悪化していくことが見込まれます

改善策を反映した検討パターン②では、パターン①の繰入金や資金残高などの課題
は一定解消されていますが、最終損益や経費回収率の課題が残っています。
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２ 投資財政計画について
（３） パターン別比較 最終損益（繰入金含む）の推移

下水道事業では、必要な費用の財源を工面するに当たり、下水道使用料等の自己財源で補
えない部分は、一般会計からの繰入金を充てることになります。

令和４年度の下水道使用料改定によって、使用料単価が概ね適正とされる150円/㎥を超えた
ことや、本市の政策的な繰入金の扱いにより、当面の間は、解消すべき基準外繰入はありませ
ん。そのため、一般会計繰入金を含めた最終損益は、どの検討パターンでも０円（収支ギャップ
が生じない）という試算結果となりました。
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(100)

(50)
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150

R6 R8 R10R12R14R16R18R20R22R24R26R28R30R32R34R36R38R40R42R44R46R48R50R52R54R56

検討パターン① 検討パターン② 検討パターン③

使用料で維持管理費を賄えている期間は、どのパ
ターンにおいても、一般会計からの繰入金により、
最終損益はゼロで推移します。

R40頃から、維持管理費を使用料で賄えなくなるため、最終損益が
マイナスとなっています。
※検討パターン②・③の最終損益が検討パターン①よりも悪くなっ
ているのは、農業集落排水の一部を公共下水道に接続しているこ
とにより、公共下水道側の費用が増加していることによるものです
（農集は政策的に赤字を補てんする方針）。



48

２ 投資財政計画について
（３） パターン別比較 最終損益（繰入金控除後）の推移

経営改善策を反映させたパターン②がもっとも良好という結果となりました。

実際は、一般会計からの繰入金があるため、R42年度頃まで
どのパターンにおいても、赤字は生じない見込みです
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0

R6 R8 R10R12R14R16R18R20R22R24R26R28R30R32R34R36R38R40R42R44R46R48R50R52R54R56

最終損益のパターン別比較

検討パターン① 検討パターン② 検討パターン③

単位：百万円

【パターン①の悪化理由】
R8の多額の更新投資による減価
償却費等の増加

【パターン①の悪化理由】
更新投資額の増加

【パターン③の悪化理由】
W－PPPに取り組まないことで、R19以降の更新投資の
財源が国庫補助金から企業債に置き換わることにより、長
期前受金戻入（国庫補助金）が減少し、企業債利息が増加
することから、最終損益が悪化します。
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２ 投資財政計画について
（３） パターン別比較 繰入金の推移
成り行きである検討パターン①では、ピークのR37年頃には繰入金の水準が20億円

程度と現在の水準の２倍以上となる見込みです。繰入金の大部分は基準内の繰入
金ですが、一般会計でこの規模の負担が可能か慎重な検討が必要です。
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繰入金のパターン別比較

繰入金合計（パターン①） 繰入金合計（パターン②） 繰入金合計（パターン③）

R6実績から
+236%

R6実績から
+109%

検討パターン③では、W-PPPに取り組まないことで、R19以降の菅きょの更新投資の財源が国庫補助金か
ら企業債に置き換わることにより、長期前受金戻入(国庫補助金)の減額、企業債利子の増額が生じ、損
益が悪化します。そのため、W-PPPを実施しない場合、繰入金への依存傾向が強まります。
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パターン①では、資本費平準化債の制度拡充分を見込まず、投資の平準化をして
いないため、繰入金と同様に大きな波のように推移し、ピーク時には380億円まで
増加します。
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企業債残高のパターン別比較

企業債残高（パターン①） 企業債残高（パターン②） 企業債残高（パターン③）

R6実績から
+305%

R6実績から
+123%

単位：百万円

２ 投資財政計画について
（３） パターン別比較 企業債残高の推移

検討パターン③では、W-PPPに取り組まないことで、R19以

降の更新投資の財源が国庫補助金から企業債に置き換わ
ることから企業債残高が増加していくことになります。
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パターン①では資本費平準化債の制度拡充分を見込んでいないため、資金不足と
なる見込みとなりました（基準外の一般会計からの繰入金が必要）。また、パターン
③も管きょの更新投資に国庫補助を見込まないため、計画期間の後半で資金
ショートが生じる見込みとなりました。
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資金残高のパターン別比較

資金残高（パターン①） 資金残高（パターン②） 資金残高（パターン③）

単位：百万円

２ 投資財政計画について
（３） パターン別比較 資金残高の推移

資金ショート
W-PPPに取り組まない検討パターン③では、更新投資の財源が企業債に置き換わること

により、パターン②のときよりも「減価償却費＞企業債償還」の金額が小さくなり資金があ
まり増加せず、「減価償却費＜企業債償還」のタイミングで、企業債償還がパターン②より
も増加し、損益も悪化していることから、資金の減少が大きくなっています。
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パターン①では、経費回収率は継続して100%以下で、物価高騰等の影響を受けて

悪化していく見込みとなりました。また、経営改善を反映したパターン②・③では、一
時的に経費回収率は上昇するものの100％を下回る結果となりました。

２ 投資財政計画について
（３） パターン別比較 経費回収率の推移
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経費回収率のパターン別比較

検討パターン① 検討パターン② 検討パターン③

W-PPPに取り組まない検討パターン③では、検討パターン②に比べると損益が悪化
するため、繰入金への依存傾向は強まりますが、使用料単価が150円/㎥を超え、か

つ、使用料収入が維持管理費を上回る場合は、基準内の繰入金になるため、公費
負担控除後の汚水処理費に差は生じず、経費回収率は、検討パターン②、③ともに
同じ推移を示します。



２ 投資財政計画について
（３） パターン別比較 結果要約
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パターン 試算結果

検討パターン①
成り行き

・ 損益、繰入金の水準、企業債残高、資金残高、経費回収率のど
の点においても課題のある結果となりました。
・ 短期的には、資金残高が不足するため、事業継続が困難です。

・ 中長期的には、一般会計からの繰入金がピーク時で現在の水準
の２倍超と大幅に増加し、一般会計の負担に懸念が残ります。

検討パターン②
改善策反映

・ パターン①、③と比較すると良好な水準です。
・ 経費回収率は95％程度で推移しますが、適正とされる100％との

差分は、手数料等の特定財源や本市の政策的な繰入金によるもの
です。

・ ただし、現在の水準と比較して、繰入金や企業債残高は増加す
るため、本パターンの採用には慎重な検討が必要となります。

検討パターン③
民間活用(W-PPP）
の必要性の確認

・検討パターン②と概ね同様の推移を見せますが、管きょの更新投
資に補助金がない分、損益、繰入金、企業債残高、資金残高がパ
ターン②よりも悪化します

・将来的には資金不足が見込まれるため、本市においても将来的に
はW-PPPに取り組む必要性は高いという結果となりました。

主な項目（損益や繰入金など）について、検討パターンごとの結果を比較しました。

繰入金を含めた最終損益は、どの検討パターンでも当面の間、収支ギャップは生じませんでした
が、使用料を改定しない場合、一般会計繰入金への依存傾向が高まっていくことが懸念されます。



汚水処理原価の推移（公共＋農集）
検討パターンごとの汚水処理原価比較
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計画期間中の汚水処理原価の平均値をパターンごとに比較すると、経営改善策を反映した
パターン②では、成り行きのパターン①よりも、汚水処理原価を４％低く抑えることができます。

その他経費
22.6円

減価償却費
21.3円

支払利息
41.8円

資本費

（減価償却費＋
支払利息等）

44.0円

検討パターン①
汚水処理原価

177.0 円

令和８～１７年度（平均）

維持管理費

（流域下水道維
持管理負担金

等）

133.0円
その他経費

22.6円

減価償却費
21.3円

支払利息
41.8円

資本費

（減価償却費＋
支払利息等）

42.2円

検討パターン②・③
汚水処理原価

169.9 円

令和８～１７年度（平均）

維持管理費

（流域下水道維
持管理負担金

等）

127.7円

▲4.1％

▲4.0％

▲4.0％



汚水処理原価の推移（公共＋農集）
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汚水処理原価（年間有収水量に対する汚水処理費（公費負担分除く）の割合）のうち維持管理
費は、物価高騰や流域下水道の維持管理負担金の改定により、今後10%以上の増加が見込ま
れています。

なお、資本費が減少しているのは、更新投資が抑えられていることに加えて、維持管理費の増
加により、資本費に対する繰入金の負担額が増加したことによるものです。

その他経費

減価償却費

支払利息

資本費

（減価償却費＋
支払利息等）

64.7円

汚水処理原価
161.5円

令和元年度

その他経費

減価償却費

支払利息

資本費

（減価償却費＋
支払利息等）

54.0円

汚水処理原価
164.3円

令和２～６年（平均）

その他経費
22.6円

減価償却費
21.3円

支払利息
41.8円

資本費

（減価償却費＋
支払利息等）

42.2円

汚水処理原価
169.9 円

令和８～１７年度（平均）

＋1.8％ ＋3.4％

＋5.2％

維持管理費

（流域下水道維
持管理負担金

等）

96.9円

維持管理費

（流域下水道維
持管理負担金

等）

110.3円

維持管理費

（流域下水道維
持管理負担金

等）

127.7円
＋13.8％ ＋15.8％
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汚水処理原価（公費負担控除前）の推移

56

管きょの更新投資が本格的に始まるタイミングで資本費が増加

単位：百万円

設備等の更新投資により資本費が増加
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＋34%
＋18%
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改定率 考え方

改定パターン⓪
（改定なし）

使用料を現行のまま維持した場合でも、当面の間は経営を維持で
きる見込みであることから、経営改善策を反映した検討パターン②
を採用し、使用料を改定しない。

改定パターン①
（前回計画）

使用料を現行のまま維持した場合でも、当面の間は経営を維持で
きる見込みであることから、前回の改定率5%を踏襲。

改定パターン②
（物価高騰）

物価高騰や流域下水道の維持管理負担金の単価改定により、維
持管理費は今後10%以上増加する見込みであることから、当該増
加分を使用料で回収。
➡ 使用料の改定率10%

改定パターン③
（維持管理費の上昇）

経営戦略の計画期間中の維持管理費は、令和２～６年度の水準
から15％程度増加する見込みであることから、当該増加分を使用
料で回収。
➡ 使用料の改定率15%

３ 使用料収入の水準について
（１） 改定率の考え方
使用料を改定しない場合でも、経営改善策に取り組むことにより、計画期間の10年程度は

経営を維持できる見込みとなりました。
しかしながら、使用料を改定しない場合、以下の課題が残っています。

経費回収率の悪化が見込まれる ➡ 維持管理費の上昇を回収できる改定率の設定
更新投資が後ろ倒しとなっている ➡ 計画的な資金の積立（資産維持費の設定）
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一般会計からの繰入金を含めた最終損益は後半の年度を除いて、どのパターンも
ほぼ同じとなります。しかし、次ページで見るように、繰入金の金額で比較した場合、
改定率が高い方が繰入金は低く抑えることができます。

３ 使用料収入の水準について
（２） 最終損益の推移
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どのパターンでも最終損益がほぼ同じとなるのは、一般会計からの繰入金によるもの
で、使用料収入で回収できていない部分が繰入金で補われています。そのため、使
用料を改定した場合では、一般会計の負担を抑えることができます。

３ 使用料収入の水準について
（３） 最終損益（繰入金控除）の推移
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最終損益と同様に、繰入金の影響により、後半の年度を除いて、どのパターンの
資金残高も同様の動きとなります。

これは資産維持費を設定した場合でも同様であり、現行の繰入金の算定方法では
計画的な資金の積み立てが難しくなっています。

３ 使用料収入の水準について
（４） 資金残高の推移

単位：百万円



70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

115.0%

120.0%

R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18 R20 R22 R24 R26 R28 R30 R32 R34 R36 R38 R40 R42 R44 R46 R48 R50 R52 R54 R56

経費回収率のパターン別比較

⓪改定なし ①5％改定 ②10％改定 ③15％改定

61

最終損益と同様に、繰入金の影響により、後半の年度を除いて、どのパターンの経
費回収率も同様の動きとなります。

３ 使用料収入の水準について
（４） 経費回収率の推移
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パターン メリット デメリット

改定パターン⓪
（改定なし）

・改定率が抑えられる
・維持管理費の上昇など、経営
上の課題がそのままとなる

改定パターン①
（＋5％改定）
※ 前回計画分

・改定率が抑えられる

・汚水処理原価の上昇を使用
料で回収できない

・使用料改定の効果を維持でき
る期間が短い

改定パターン②
（＋10％改定）
※ 物価高騰対応

・物価高騰等の影響を使用料で
一定程度回収できる
・繰入金が抑えられる

・維持管理費の上昇には不十
分な可能性がある

改定パターン③
（＋15％改定）
※ 物価高騰対応

・物価高騰等の上昇分を使用
料で概ね回収できる
・繰入金が抑えられる

・改定率が高くなる

３ 使用料収入の水準について
（５） 改定パターンごとの要約
将来の物価高騰や維持管理負担金の改定に対応していくために、維持管理費の上
昇分を使用料で回収し、一般会計の負担を抑えるとともに、確実に更新投資を実施
していくために、事務局としては、10%以上の改定が望ましいと考えています。



R7年9月現在

東北部処理区管内

５％改定の場合は県内で３番目、１０％改定の場合は県内で２番目に高い水準となり、１
５％改定の場合は県内で最も高い水準となります。

県内各市町の下水道使用料の水準（使用水量25㎥当たり）

※彦根市の下水道使用料は、令和７年９月議会で可決された使用料
（令和８年から適用）で算定しています
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資産維持費について
資産維持費とは、「将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機
能化（耐震化等）により増大することが見込まれる場合、・・・中略・・・、サービスを
継続していくために必要な費用として、適切かつ効率的、効果的な中長期の改築
（更新）計画に基づいて、算定する」ものとされています

（出所：公益社団法人日本下水道協会「下水道使用料算定の基本的考え方」）

本市の更新投資においては、昨今の工事費の高騰や耐震化等の高機能化が見
込まれています。今後の更新投資に備えるに当たり、計画的に資金を積み立て
ようとすると、資産維持費相当額を検討する必要があります。

営
業
費
用

営業外費用（支払利息）

減価償却費

維持管理負担金

・
・
・

資産維持費

経費回収率
100％の水準

使
用
料
収
入

使用料で損益が均衡する水
準を回収する場合、本事業に
は内部留保が手元に一切残
らないことになります。

この場合、再投資の際の物価
上昇や高機能化に伴う値上
げなどに対応できないことに
なるとともに、いつまでも借入
に依存することになります。

将来の投資等に備えるための
一定の内部留保額

使用料
対象経費
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本市における資産維持費の考え方
経営改善策を反映した検討パターン②では、資産の更新基準年数を耐用年数の1.5倍と仮定していま

した。この考え方は法定耐用年数と実際の使用可能年数が異なることに基づくものであり、本市のス
トックマネジメント計画でも採用しているものです。

その一方で、投資の平準化を実施した場合、投資は後ろ倒しとなっていますが、機械や設備等につい
ては、法定耐用年数での計画的な交換など、実際の更新投資が計画よりも前となる可能性があります。
そのため、耐用年数どおりに更新した場合との差額を資産維持費相当額として設定することは、将来の
更新計画に対して、より現実性の高い資金確保対策を図れる見込みです。

しかし、資産維持費相当額を設定した場合、使用料改定パターンに上乗せして使用料の水準を設定す
る必要がある上に、現行の繰入金算定方法では、使用料の増加に伴って繰入金が減少してしまうことか
ら、収益総額は大きく変わらず、計画的な資金の確保は困難となる見込みです。

そのため、今回の経営戦略では、資産維持費を含めない方針とします。
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ポンプ場その他 処理場その他

更新基準年数を耐用年数の1.5倍とした場合
588百万円/年

101百万円/年

投資額累計：69億円
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【本市下水道事業の基本方針】
強固な経営基盤の確立と安定した下水道サービスの提供

目標 内容

投資目標

・ 上下水道一体の耐震化計画等に基づき、着実な更新投
資を実施し、耐震化・老朽化対策を図ること。

・ 農業集落排水施設の公共下水道への切り替えを計画通
りに進め、予定されている接続工事を全て完了させること。

財源目標

（公共下水道）
・ 経費回収率 98.5%以上を維持（令和６年度実績）
・ 経常収支比率 100%以上
（農業集落排水）
・ 経費回収率 65.1％以上を維持（令和６年度実績）
（公共下水道・農業集落排水）
・ 資金残高 11億円程度の水準を維持（経常費用半年分＋

災害等の予備費１億円）

これまでの投資財政計画の結果と前回の経営戦略での目標を踏まえ、将来にわたって
安定した下水道事業を維持していくために、下表の目標を設定しました。

４ 経営の基本方針と目標について
（１） 経営の基本方針と目標
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４ 経営の基本方針と目標について
（２） 経営効率化の取組

主な取組 これまでの取組内容 今後の方向性

住民サービスの確保
および住民満足度の
向上に関する項目

・ 下水道施設に関わるトラブルへの緊急対応を図れる
ように、マンホールポンプ場、真空式ポンプ場および農
業集落排水処理場の遠方監視システムを構築するとと
もに、職員および維持管理業者の連絡体制を整え、早
期把握、早期復旧に努めています。
・ 下水道に関する各種情報を米原市公式WEBサイト
に掲載し、市民が知りたい情報の提供に努めています。

引き続き、施設トラブルが生じた場合の早期把握、早期
復旧に努めます。また、市民が納めた下水道使用料がど
のように使われているかを確認していただけるように、市
公式WEBサイトにおいて、決算情報や下水道事業の取
組に関する情報などの充実を図っていきます。

民間資金・ノウハウ等
の活用に関する項目

・ 使用料徴収、メーター検針、窓口対応などの業務に
ついては、民間事業者に委託することで業務の効率化
を図っています。

今後も民間事業者への委託を継続するとともに、ウォー
ターPPPの導入に向けた取組を進めていきます。

広域化に関する項目 ・ 下水道事業計画の変更に併せて効率的な施設計画
の見直しを行い、公共下水道計画区域内に所在する農
業集落排水処理施設について、公共下水道に接続す
る対策（汚水処理の広域化）を進めています。

・ 滋賀県が主催している汚水処理事業広域化・共同
化研究会に参加し、近隣市町との業務の共同化を進め
ます。

引き続き、効率的な施設計画の見直しを行い、汚水処理
の広域化を進めていきます。また、滋賀県主催の汚水処
理事業広域化・共同化研究会に参加し、近隣市町との業
務の共同化を進めていきます。

防災・安全対策に関
する項目

・ 被災時における広域避難所のトイレ不足を解消する
ために、1ha以上の敷地面積を有する広域避難所にお

いてマンホールトイレシステムを整備するとともに、その
排出先管路の耐震化対策を進めています。また、BCP
（事業継続計画）に基づき、防災訓練を実施しています。

R7.1に策定した上下水道一体の耐震化計画に基づき、
下水道施設の耐震化を進めていきます。
また、引き続き、1ha以上の敷地面積を有する広域避難
所にマンホールトイレシステムを整備するとともに、BCPに
基づく防災訓練を実施していきます。

その他経営健全化や
経営基盤の強化に関
する項目

・ 個別訪問や市広報を通じて水洗化の啓発を図り、使
用料収入の確保に努めています。

これまでの水洗化啓発に加えて、現状の汚水処理人口
に対する水洗化率に反映されていない事業所について、
水洗化の啓発を進めます。また、下水道事業の経営安
定化を図っていくために、公共、農集ともに更新投資のた
めの計画の見直しを進めていきます。

投資財政計画に反映した経営改善策に加えて、下記の取組を実施していきます。
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参考資料
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繰入金対使用料割合（雨水処理負担金除く）
現行の経営戦略での繰入金対使用料割合は、基準外の繰入金を抑えることを目標として、繰入金の規模に
注目して繰入金対使用料割合を算定していました。

しかしながら、平準化債の活用により基準外繰入金はほぼなくなることから、今回の経営戦略の見直しにあ
たって、繰入金対使用料割合の指標の算定方法を変更します。下水道事業においては、雨水処理に要する
経費に対する繰入金も入っており、これは全額公費が負担すべきものであり、汚水処理とは関係のないもの
であることから、繰入金対使用料割合の算定上、繰入金から控除します。

【繰入金対使用料割合（雨水処理負担金除く）の推移 検討パターン②】

公共＋特環（検討パターン②経営改善策）の推移
令和元年度
(実　績)

令和２年度
(実　績)

令和３年度
(実　績)

令和４年度
(実　績)

令和５年度
(実　績)

令和６年度
(実　績)

令和７年度
(推　計)

令和８年度
(推　計)

繰入金(基準内) (千円) A 606,515 628,316 595,678 632,453 530,417 593,142 562,437 596,862
　うち、雨水処理負担金 B 66,937 63,768 61,861 67,390 67,929 28,632 27,914 44,679
繰入金(基準外) (千円) C 60,594 72,441 97,678 82,061 48,176 20,196 0 2,622
実繰入額 (千円) D=(A－B+C) 600,172 636,989 631,495 647,124 510,664 584,706 534,523 554,805
使用料収入 (千円) E 551,921 551,867 563,083 585,228 594,518 594,363 592,545 588,571

F=D÷E 108.7% 115.4% 112.1% 110.6% 85.9% 98.4% 90.2% 94.3%繰入金対使用料割合

令和９年度
(推　計)

令和10年度
(推　計)

令和11年度
(推　計)

令和12年度
(推　計)

令和13年度
(推　計)

令和14年度
(推　計)

令和15年度
(推　計)

令和16年度
(推　計)

令和17年度
(推　計)

658,401 618,115 679,059 683,029 641,958 604,921 617,124 624,807 632,305
44,658 44,513 44,371 43,627 42,533 41,437 40,370 39,300 38,200
2,622 2,622 2,622 2,622 2,622 2,622 2,622 2,622 2,622

616,365 576,224 637,310 642,024 602,046 566,106 579,376 588,128 596,728
602,109 597,311 602,800 604,928 602,952 597,698 594,110 590,541 588,598
102.4% 96.5% 105.7% 106.1% 99.8% 94.7% 97.5% 99.6% 101.4%



70

【収益的収支】

検討パターン①（成り行き）
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【資本的収支】

検討パターン①（成り行き）
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【収益的収支】

検討パターン②（改善策反映）
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【資本的収支】

検討パターン②（改善策反映）
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【収益的収支】

検討パターン③（W-PPP未実施）
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【資本的収支】

検討パターン③（W-PPP未実施）
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【収益的収支】

５％改定パターン
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【収益的収支】

１０％改定パターン
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【収益的収支】

１５％改定パターン


